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浜田市地域公共交通活性化協議会規約 
 

（設置） 

第 1条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成 19年法律第 59号。以下「法」

という。）第 6条第 1項の規定に基づき、浜田市地域公共交通計画（法第 5条第 1項に規

定する地域公共交通計画をいう。以下「交通計画」という。）の策定に関する協議及び交

通計画の実施に関し必要な協議等を行うとともに、市民の生活に必要な旅客輸送の確保そ

の他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項

の協議等を行うため、浜田市地域公共交通活性化協議会（以下「協議会」という。）を設

置する。 

 

（事務所） 

第 2条 協議会の事務所は、浜田市殿町 1番地（浜田市役所内）に置く。 

 

（所掌事務） 

第 3条 協議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。 

（1）交通計画の策定及び変更の協議に関する事項 

（2）交通計画の実施に係る連絡調整に関する事項 

（3）交通計画に位置づけられた事業の実施に関する事項 

（4）交通計画の達成状況の評価に関する事項 

（5）前各号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要な事項 

 

（協議会の構成員） 

第 4条 協議会の委員は、次に掲げる者とする。 

（1）市職員のうち市長が指名する者 

（2）学識経験者 

（3）次に掲げる団体等の代表者又はその推薦する者 

  ア 地域公共交通の利用者に関係する団体 

  イ 公共交通事業者等 

  ウ 道路管理者 

  エ 島根県浜田警察署 

  オ 交通計画に定めようとする事業を実施すると見込まれる者 

  カ 一般旅客自動車運送事業者の組織する団体 

  キ 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体 

  ク 関係行政機関 

（4）前 3号に掲げる者のほか、協議会の運営上必要と認められる者 

 

（任期） 

第 5条 委員の任期は 2年とし、再任を妨げない。 

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
 

（役員） 

第 6条 協議会に下記の役員を置く。 
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（1）会 長  1人 

（2）副会長  1人 

（3）監 事  2人 

2 会長は、第 4条第 1号に掲げる委員をもって充てる。 

3 会長は、協議会を代表し、その会務を統括する。 

4 副会長及び監事は、委員の中から会長が指名する。 

5 副会長は、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 
 

（会議） 

第 7条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、議長となる。 

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。 

3 会議の議事は出席委員の 3分の 2以上をもって決する。 

4 会長は、会議への代理出席を認めることができる。 

5 会議は原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運

営に支障が生じると認められる議題については、非公開で行うものとする。 

6 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、資料を提出させ、又は会議

への出席を求めることができる。 

7 会長は、協議会の議事に支障があると認められるときは、委員を退席させることができる。 

8 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 
 

（幹事会） 

第 8条 第 3条各号に掲げる事項について協議会の業務を円滑に行うため、協議会に幹事会

を置くことができる。 

2 幹事会は、会長、副会長及び委員の中から協議会が必要と認めた者で構成する。 

3 幹事会は、必要に応じて関係者を招集し、意見を聴くことができる。 
 

（部会） 

第 9条 第 3条各号に掲げる事項について専門的な調査、検討を行うため、必要に応じ協議

会に部会を置くことができる。 

2 部会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。 
 

（協議結果の尊重義務） 

第 10条 協議会で協議が調った事項については、委員はその協議結果を尊重しなければなら

ない。 
 

（事務局） 

第 11条 協議会の業務を処理するため、協議会に事務局を置く。 

2 事務局は、浜田市地域政策部まちづくり社会教育課に置く。 

3 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 
 

（会計） 

第 12条 協議会の運営に要する経費は、負担金、補助金及びその他の収入をもって充てる。 

2 協議会の会計年度は、毎年 4月 1日に始まり、翌年 3月 31日に終わるものとする。 
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（監査） 

第 13条 会長は、毎会計年度終了後、必要な書類を監事に提出し、その監査を受けなければ

ならない。 

2 監事は、監査の結果を会長に報告しなければならない。 
 

（財務に関する事項） 

第 14条 協議会の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

（報償費及び旅費） 

第 15条 委員等が協議会の会議等に出席したときは、日額 6,000円の報償費及び浜田市特別

職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成 20年浜田市条例第 37号）

の例による旅費に相当する額の実費弁償を支給する。ただし、次に掲げる委員については、

これを支給しないものとする。 

（1）国、県、市の常勤職員 

（2）前号に定めるもののほか、申し出のあった委員 
 

（協議会が解散した場合の措置） 

第 16条 協議会が解散した場合には、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長で

あった者がこれを決算する。 
 

（その他） 

第 17条 この規約に定めるもののほか、協議会の事務の運営上必要な事項は、会長が別に定

める。 
 

附 則 

（施行期日） 

1 この規約は、令和 6年 4月 1日から施行する。 

 （浜田市地域公共交通活性化協議会規約の廃止） 

2 浜田市地域公共交通活性化協議会規約（平成 23年制定）は、廃止する。 

 

 



(敬称略、順不同)

番号 団体名等 役　職 氏名（現） 備考

1 浜田市 副市長 砂 川 明 会長

2 島根県立大学 教授 松 田 善 臣 副会長

3 中国運輸局島根運輸支局 首席運輸企画専門官 齋 藤 慎 哉 令和6年4月1日変更

4 島根県地域振興部交通対策課 課長 佐 川 賢 一 令和6年4月1日変更

5 浜田警察署 交通課長 安 田 清 則 令和6年4月1日変更

6 国土交通省浜田河川国道事務所 副所長 安 部 正 和

7 島根県浜田県土整備事務所 統括調整監 荒 木 伸 次

8 浜田市社会福祉協議会 地域福祉係長 鎌 田 佳 奈 令和6年4月1日変更

9 浜田女性ネットワーク 会員 金 本 妙 子

10 浜田市医師会 監事 河 野 通 久

11 浜田商工会議所 副会頭 今 井 久 晴

12 石央商工会 事務局長 植 田 尚 樹 令和6年4月1日変更

13 浜田地域協議会 委員 三 浦 美 穂 監事

14 金城地域協議会 委員 山 本 宏 明 令和6年4月1日変更

15 旭地域協議会 副会長 今 田 泰

16 弥栄地域協議会 委員 三 浦 通 江

17 三隅地域協議会 委員 岡 田 綾 子 令和6年4月1日変更

18 西日本旅客鉄道株式会社浜田管理駅 業務助役 中 嶋 真 吾 令和6年4月1日変更

19 石見交通株式会社 常務取締役 渡 辺 健 一

20 島根県旅客自動車協会浜田支部 支部長 砂 田 光 監事

21 島根県交通運輸産業労働組合協議会 事務局長 丸 山 武

22 株式会社Fromハート 事務長 足 立 豪

23 有限会社弥栄総合企画 代表取締役 三 浦 道 憲

24 大新東株式会社松江営業所 所長 福 間 公 啓

《事務局関係出席者》

区　分 部　署 役　職 氏名 備考

事務局 地域政策部 部長 田 中 健 司 事務局長

まちづくり社会教育課 副参事 河 上 や す え 事務局次長

まちづくり社会教育課 公共交通係長 稲 田 誠 事務局員

まちづくり社会教育課 同係主任主事 吾 郷 樹 事務局員

支所 金城支所防災自治課 課　長 岩 﨑 久 佳

旭支所防災自治課 課　長 戸 田 光 明

弥栄支所防災自治課 課　長 佐 々 木 誠

三隅支所防災自治課 課　長 石 原 孝 光

令和6年度 浜田市地域公共交通活性化協議会委員名簿


